
２６－17.　環境対策事業

（案）

　　　１　ＩＳＯ１４００１については、関市の制度を適用するものとする。

　　　２　火葬場については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、上之保村の火葬場については、利用可能な期間まで

　　　　利用するものとし、現在関市が建設している新火葬場の利用料金等については、合併時までに調整するものとする。

　　　３　岐北衛生施設利用組合に加入している、洞戸村、板取村及び武芸川町については現行のとおりとし、関市の火葬場も利用可

　　　　能とするものとする。

資料は、第１０回合併協議会（１６年４月２７日）に提出済み。　（Ｐ７３～Ｐ７７）
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